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薦田委員　本日は平成 22 年 4 月より美祢市医師

会長になられました山本一誠先生にインタビュー

したいと思います。よろしくお願いいたします。

　それでは会長になられての心境をお聞かせくだ

さい。

山本会長　就任して半年経ちましたが、会長とい

う職務の多忙さは想像以上です。行政関係でもい

ろいろな役職がついてまわりますし、さまざまな

協議会にも出席しなければなりません。私は診療

所を運営しており、木曜の午後は休診にしており

ますが、会長就任以降、ほとんどスケジュールが

詰まっております。大変ですが、この職務を全う

しなければならないと思っております。

薦田委員　診療以外にも公務が多々あるので、大

変ですね。それでは美祢市医師会の簡単なご紹介

をお願いいたします。

山本会長　美祢市医師会は会員数が 14 名、その

うち A 会員が 9 名の小さな医師会です。現在は

9 診療所と基幹病院として美祢市立病院がありま

す。各診療所は無床診療所となっておりますので、

入院できるのは美祢市立病院だけです。小さい医

師会ですが、各会員の先生方の声が直接入ってき

ますので、コミュニケーションはとりやすいです。

　問題といえば行政と医師会の関係です。今の

美祢市は旧美祢市と旧美祢郡が合併してできまし

た。しかし医師会は美祢市医師会と美祢郡医師会

と別々になっております。お互いの医師会も合併

の方向でという考えではいますが、現時点では具

体的な動きはありません。旧美祢市は宇部小野田

医療圏で、旧美祢郡は山口市が医療圏になってお

ります。医療圏の違う医師会同士の合併となりま
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すので、いろいろな問題があります。今後の課題

です。

薦田委員　政権交代など医療を取り巻く環境は変

わってきております。診療報酬の改定について、

最近は厳しいものになっておりますが、どう思わ

れますでしょうか。

山本会長　診療科によっても違ってくるので一概

には言えませんが、昔は診療報酬改正ごとに少な

からずアップしていましたが、ここ数年ダウンし

ております。今までと同じ診療内容で努力しても

マイナスということに皆さん疑問を感じておられ

ると思います。それにもかかわらず人件費は上げ

なければなりません。

　そういう意味では診療所としては、経営面だけ

を考えると厳しい時代になっております。20 年

前の開業時に比べれば、環境は変わっていると思

います。それはそれで今の実情の中で頑張ってい

かないといけませんね。

薦田委員　診療報酬改定の問題のほか、医師不足、

勤務医の過重労働、時間外の診療などいろいろな

問題がでてきていますね。

山本会長　先程の郡市医師会長会議でも話題に挙

がりましたが、昨今の医師不足に関して、基幹病

院としての美祢市立病院も例外ではありません。

ピーク時は常勤医師が 16 名くらいだったのです

が、現状は半減しております。他の科は大学病院

からの非常勤医師の対応になりますし、病診連携

の問題も含め、非常に厳しい状況です。実際に常

勤医師が少なくなれば当直も増えて過重労働に拍

車がかかります。医師会としての協力も考えてい

かなければなりません。

　時間外の診療については、大きな医師会では準

夜帯に開業医が基幹病院に出向いて手助けしてい

るところもあります。しかし、美祢市医師会は規

模が小さいのでそこまでできるかは疑問です。

薦田委員　人口が少ないので何十人も夜間帯に受

診する人はいないと思いますが、医師を確保する

のは難しいところもありますね。

山本会長　美祢市立病院にはもともと産婦人科は

ありませんし、常勤の小児科医、整形外科医、消

化器内科医等もいなくなり夜間救急の対応も困難

になっております。地域住民からはいろいろな意

味で不平不満があると思います。早急な対策が望

まれます。

薦田委員　今後の医療は問題が多いですが、医師

会として真剣に対応しなければなりませんね。

対内的な話題に変えますが、生涯教育制度が

平成 22 年から若干変わってきました。美祢市医

師会の生涯教育事業について、教えていただきま

すでしょうか。

山本会長　医師も日々勉強していくことは当然で

すし、生涯教育制度の下に定期的に講演会などを

実施しております。近隣の美祢郡医師会、厚狭郡

医師会、小野田市医師会、宇部市医師会と合同で
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開催しているものもありますし、今後も連携して

充実させていきたいと思います。

　また、専門性について、勤務医の先生方は専門

一筋でもいいですが、われわれのように美祢市と

いう地域で開業している立場からすれば、かかり

つけ医的な役割は大きなものと感じております。

各々開業医も専門はおもちですが、それだけでな

く専門外の知識もある程度つけていく必要はある

と思います。ですから、いろいろな科の話題も含

めた勉強会に積極的に参加することも重要だと思

います。

薦田委員　それではオフタイムについて伺いま

す。ご趣味やスポーツとか休日の使い方を教えて

いただけますか。旅行はいかがですか。

山本会長　旅行にはもちろん行きたいのですが、

なかなかまとまった休日が取れる環境ではないので

難しいですね。基本的には体を動かすことが好きな

ので、学生時代は野球、医師になってからはゴルフ

をはじめ、月に平均 2 回ラウンドしております。ゴ

ルフをしない休日は庭の手入れをすることが多いで

すね。やはり緑に包まれると気持ちも和らぎますし、

のんびりと庭いじりをしております。

薦田委員　自然に囲まれると気持ちがいいですよ

ね。最後に研修医を含めて、若い医師にメッセー

ジはありますか。

山本会長　医師不足にも関連しますが、新医師臨

床研修制度があります。その制度が起こしている

弊害の一つとして、都会に若い医師が流れていく

ことがよく言われております。われわれの頃は卒

業しても、その大学の医局に残るのが一般的だっ

たのですが、新医師臨床研修制度ができてから母

校に残る医師が減ってきており、それが関連病院

の医師不足に繋がっていると思います。地方の大

学を卒業したら、なんとかそこに残っていただき

たいと思っております。後々、経験とともに動く

のはありと思います。また、勤務医として専門一

筋なのか、あるいは将来開業するつもりがあるか

によって勉強の仕方も違ってくると思います。医

師としての将来の展望、目標をはっきりもっても

らいたいですね。病気だけ診る医師ではなく、一

人の人間として患者さんに向き合える医師になっ

てもらいたいとも思います。特に田舎で開業して

おりますと、患者さん本人だけでなく、その方の

家庭環境や居住環境なども理解した上で接しなけ

ればならないことが多いと実感しております。

薦田委員　今日は貴重な時間をいただきまして、

ありがとうございました。今後のご活躍を期待し

ております。どうもありがとうございました。
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今月の 視点今月の 視点

専務理事 杉 山 知 行

新・日医生涯教育制度申請のお願い

　平成 22 年度から、新しい日医生涯教育制度が

スタートして、小一年が経った。来年度初め ( 今

春 ) 、会員各位の平成 22 年度の取得生涯教育単

位の第１回目の申請が始まることでもあり、今一

度状況を説明して、多くの会員に取得単位申請を

していただきたい。

　ほとんどの医師は当然自発的に学習、研修を

行って自ら研鑽をしている。しかし医療をめぐる

各種のトラブル多発を背景に、教員免許更新制導

入に続き、医師免許についても更新制を導入すべ

きだとの意見も医療界の外より出始めた。このよ

うな状況の中、こういった動きに対抗するために

は、日医生涯教育制度が国民の目にみえ、かつ国

民が納得できるものに、医師会自身が変革すべき

だという意見が出てきた。

　このような流れの中で、日医唐澤執行部の発

足とともに学術推進会議へ「かかりつけ医の質の

担保について」との諮問がなされた。「一部に異

論はあったが、認定制について前向きに議論を進

めてきたとの両論併記の上、最終的には日医の判

断を仰ぎたい」との報告があった。この報告を受

け、日医は認定制度を発足する決意を 2008 年 8

月に固め、案を発表した。日医が関連３学会 ( 日

本プライマリ・ケア学会、日本家庭医療学会、日

本総合診療医学会 ) やカリキュラム作成に参加し

てもらった日本老年医学会、日本小児科医会、日

本臨床内科医会、日本専門医制評価・認定機構等

の協力を得てできあがったものである。この案や

その内容は都道府県医師会長協議会や都道府県医

師会生涯教育担当理事連絡協議会等で連絡・伝達

されており、2009 年 4 月の日医雑誌に同封され、

全日医会員に届けられた小冊子「生涯教育カリ

キュラム＜ 2009 ＞」が配布されて、新たな日医

生涯教育制度が平成 22 年 4 月にスタートした。

　従来の制度と違う点は、①自己申告制から認定

制に変わったこと。②認定の基本に時間と学習分

野テーマを決めたことである。すなわち１時間を

１単位、学ぶべき学習分野を 84 分野とし、これ

をカリキュラムコードと呼び、単位数の２倍まで

取得できる。

　生涯教育制度は全会員が関係し、また「総合医

認定制」との関係や学習時間である「単位」と学

習分野である「カリキュラムコード」の本来異質

なものを合算することへの疑問など、いろいろ問

題をはらんでいる。

　平成 21 年 11 月に開かれた都道府県医師会生

涯教育担当理事連絡協議会ではかなり議論とな

り、険悪となる場面もあった。こういった点もあ

り、日医原中新執行部は、平成 22 年 6 月に実施

要綱を少し改正した。改正点は①専門性の高い医

師（眼科、耳鼻科等の領域の医師、あるいは専門

領域を担当する病院勤務医等）や専門医を目指す

勤務医も取得できやすいように、認定証発行要件

を「30 単位・30 カリキュラムコードの取得」か

ら「単位数とカリキュラムコード数の合計で 60

の取得」とした。他に理念的なものとして②日医

生涯教育制度と、いわゆる「総合医認定制度」は

全く異なるものとの周知・言明。③日医生涯教育

制度は医師の自己研鑽を支援するためのもの、以
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●旭日双光章
故　木村春雄　先生（長門市）
 平成 22 年 4 月 29 日

 永年にわたり保健衛生、地域医療等の各領域に力を

注がれました。

●厚生労働大臣表彰 ( 公衆衛生事業功労者 )
　麻上義文　先生（下関市）
 平成 22 年 11 月 2 日

 永年にわたり公衆衛生の向上に寄与されました。

●厚生労働大臣表彰 ( 産科医療功労者 )
　大樂髙弘　先生（宇部市）
 平成 23 年 1 月 28 日

 永年にわたり山口県の産科医療体制の確立に貢献さ

れました。

●厚生労働大臣表彰 ( 国民健康保険関係功績者 )
　米澤文雄　先生（萩　市）
 平成 22 年 10 月 20 日

 永年にわたり国民健康保険診療報酬審査委員会の委

員として精勤され、医療保険制度の発展に寄与されま

した。

ご栄誉をたたえ、心からお祝い申し上げます。

顕　　彰
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●厚生労働大臣表彰 ( 公衆衛生事業功労者 )
　小金丸恒夫　先生（徳　山）
 平成 22 年 3 月 2 日

 永年にわたり公衆衛生に寄与されました。

●厚生労働大臣表彰 ( 社会保険関係功績者 )
　山下哲男　先生（防　府）
 平成 22 年 10 月 19 日

 永年にわたり社会保険診療報酬支払基金の「審査の

充実 ｣ の向上に貢献され、医療保険制度の発展に寄与

されました。

●文部科学大臣表彰 ( 学校保健事業功績者 )
　清永傳次　先生（下関市）
 平成 22 年 11 月 18 日

 永年にわたり学校保健･学校安全の普及と向上にご

尽力されました。

●警察協力章
　浅見恭士　先生（徳　山）
 平成 22 年 7 月 1 日

 永年にわたり警察医としてご尽力されました。

顕　　彰
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●山口県選奨 ( 平成 22 年度 )
　　福田瑞穂　先生（玖珂郡）

　　正司和夫　先生（吉　南）

　　三好正規　先生（吉　南）

　　古賀郁彦　先生（下関市）

　平成 22 年 11 月 19 日
　保健衛生、環境功労、学校保健に貢献されま

した。

●山口県選奨 ( 平成 21 年度 )
　　澤重瑩二　先生（徳　山）

　平成 21 年 11 月 24 日
　保健衛生、環境功労に貢献されました。

●山口県教育委員会教育功労者表彰
　　中島恒彦　先生（下関市）

　　山崎剛弘　先生（下関市）

　平成 22 年 11 月 11 日

　学校保健の振興に寄与されました。

●山口県救急医療功労者表彰
　　安本忠道　先生（大島郡）
　平成 22 年 9 月 7 日

　救急医療に貢献されました。

●山口労働局長功績賞
　　赤川悦夫　先生（山口市）

　平成 22 年 7 月 1 日
　産業医として献身的に活動され、安全衛生水

準の向上に寄与されました。

●学校保健連合会表彰 ( 学校保健功労者 )
　　三戸嘉昭　先生（徳　山）
　平成 22 年 1 月 14 日

　学校保健の向上に貢献されました。

●第 39回都道府県医療功労賞
　　粟屋二郎　先生（山口市）
　平成 23 年 1 月 27 日

　地域医療に貢献されました。

●山口県体育協会体育功労賞
　　池本和人　先生（萩　市）
　平成 22 年 10 月 29 日

　スポーツドクターとして、教育や救護に貢献

されました。

●日本公衆衛生協会公衆衛生事業功労者
表彰 ( 平成 22 年度 )
　　田中　駿　先生（宇部市）
　平成 22 年 11 月 2 日

　公衆衛生に寄与されました。

●日本公衆衛生協会公衆衛生事業功労者
表彰 ( 平成 21 年度 )
　　光永　徹　先生（徳　山）
　平成 22 年 3 月 2 日

　公衆衛生に寄与されました。

ご栄誉をたたえ、心からお祝い申し上げます。

顕　　彰
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山口大学医学部　講座紹介コーナー
　展開系講座　「臨床検査・腫瘍学分野」

山口県医師会員の諸先生に臨床検査・腫瘍学

分野の紹介をさせていただきます。平成 18 年 4

月大学院化により、教室の名称が講座から分野に

変わりました。さらに、研究内容のほとんどが癌

に関連していることから、平成 20 年 4 月より臨

床検査医学を臨床検査・腫瘍学と名称を変更して

現在に至っています。

本分野は教授 1 名、准教授又は講師 1 名、助

教 1 名の小さな教室ですが、中央診療部門（検

査部・輸血部、遺伝診療部、再生細胞治療センター、

感染制御室）を担当していることから、多くの共

同研究を進めることができ、2010 年の英文論文

数は 15 編に達しています。研究テーマは大部分

が癌の遺伝子診断に関るものです。平成 22 年度

の補正予算により、遺伝診療部に最新鋭の遺伝子

解析機器が設置されましたので、遺伝子検査を通

じて今後ますます診療のお役に立てるものと思っ

ています。

入局に関しては、これまでスタッフを維持す

るのが精一杯で、残念ながら新卒での入局実績は

ありません。しかし、女性医師数の増加に伴い、

夜勤がなく勤務時間を明確にできる中央部門の仕

事が今後見直されていくものと確信しています。

　医師会の諸先生にこれまでのご支援を深謝致し

ますとともに、今後ともご指導ご鞭撻を賜りたく、

何卒宜しくお願いを申し上げます。
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山口大学大学院医学系研究科眼科学教室（山

口大学眼科）は昭和 22 年に開講して、初代の浅

山吾三教授、二代目の大石省三教授、三代目の小

林俊作教授、四代目の栗本晋二教授、五代目の西

田輝夫教授が歴任され、昨年 10 月に六代目の園

田康平教授が着任されました。

園田教授は、鹿児島県枕崎市の出身で、九州

大学卒業後、九州大学大学院医学研究院眼科学分

野で診療や研究の研鑽を積まれました。その間、

アメリカ合衆国ボストンのハーバード大学に留学

されました。特に眼炎症や免疫学について精通さ

れ、2007年の第111回日本眼科学会総会では「眼

炎症と自然免疫」と題された宿題報告（現評議

員会指名講演）を担当されたこともあります。現

在の日本の眼科では最も若くて行動力のある教授

で、多くの学術集会から招待講演や特別講演の依

頼が殺到しています。

見えるということ＝視覚は、外界からの情報

を取得するための五感のうちで特に重要な感覚と

言われています。そのため、視覚障害は感覚器の

機能の問題だけでなく、QOL においてもさまざ

まな影響を及ぼします。眼疾患によって視覚障

害を来した方々の失明を防ぎ、治した

という実績を一つひとつ積み上げるこ

とで、「山口大学に行けば失明しない、

最後の砦：山口大学眼科」と皆様から

思っていただけるように、医局員一丸

となって力を尽くしています。

現在、医局員は 41 名で、学内に

14 名、関連病院に 27 名が勤務してい

ます。学内の診療体制は、園田教授の

下、講師 3 名（留学中 1 名）、助教 4

名のスタッフを中心に計 13 名の医師

（大学院生を含む）と眼科検査専門職

の視能訓練士 5 名が携わっています。

外来患者数は年間でのべ約 27000

人、初診患者はその 1 割で、1 日に 100 ～ 150

人が受診されます。初診・一般再診の主治医担当

制だけでなく、網膜硝子体外来、角膜外来、緑内

障外来、ぶどう膜外来などの専門外来制で対応し

ています。西田前教授が築き上げた角膜診療は世

界のトップレベルで、山口大学発の臨床試験が全

国で実施されています。最近では、園田教授が専

門とされる網膜硝子体疾患や、ベーチェット病や

サルコイドーシスなどの眼炎症疾患（ぶどう膜炎）

の紹介も増えています。当科を受診される患者の

方々は、県内外から紹介される難治症例が多く、

ほとんどの方々が手術治療を必要とします。週 3

回（月・水・金）の予定手術日を軸に、それぞれ

の曜日の手術担当チームが角膜疾患、緑内障、網

膜・硝子体疾患の治療を行い、年間で大学病院手

術総件数の約 5 分の 1 に当たる 1,000 件を超え

る手術を施行しています。角膜移植は国内外のド

ナーからの提供をうけ、安定して定期手術を行っ

ており、最近はより低侵襲で術後拒絶反応の少な

い角膜内皮移植の手術件数が増えています。失明

に直結するような難治性緑内障患者の手術も多く

手がけ、従来の術式に加えて羊膜移植術を併用し

山口大学医学部　講座紹介コーナー
展開系講座　「眼科学」
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た緑内障濾過手術やインプラント手術などの新し

い術式も国内の他施設に先駆けて取り入れていま

す。園田教授着任後は、網膜・硝子体疾患に対す

る硝子体手術が急増しており、硝子体手術の予定

手術枠の増設や緊急手術で対応しています。

患者の光を守るためには、よりよい治療を素

早く取り入れる機動性が必要である一方で、ただ

取り入れるだけではなく、新しい情報を山口大学

から発信することも重要です。例えば不幸にも光

を失ってしまった患者に、再び光を蘇らせるよう

な再生治療ができることは素晴らしいことで、こ

のような新しい分野の研究や未来を担う若手医師

の育成にも力を注いでいます。園田教授が精通さ

れる炎症・免疫学は、すべての眼疾患を横断的に

網羅する学問分野であるため、眼科学知識だけに

留まらない新しい観点から各眼疾患の病態解明や

治療法発見を目的とした新たな挑戦を開始して

います。現在、科学研究費 7 件や医学部ニュー・

フロンティア・プロジェクト研究助成金からの研

究費 1 件などの資金獲得にも注力し、研究室で

基礎実験に講師 1 名と研究助手 2 名が常時携わ

ることで、医師が診療に多忙な中においても効率

的に研究を進める体制を構築しています。2010

年 1 月～ 12 月の研究成果としては、英文原著

13 編、和文原著 3 編、総説 1 編、著書 3 冊を発

表し、国内外の学会において特別講演、シンポジ

ウム、一般講演を合わせて 79 回行いました。

医学部学生教育では感覚器病態学（眼科学）

の学生講義や病院実習で 3 年生から 6 年生の医

学生を指導し、卒後臨床研修においては日本眼

科学会専門医制度で認定された研修基幹施設とし

て初期及び後期研修医を指導していま

す。初期研修医のローテーションを取

り入れた新医師臨床研修制度開始後に

初めて実施された昨年の眼科専門医認

定試験（合格率 60.8%）では当科から

の受験者 2 名は見事に合格しました。

山口大学眼科同門会（会員数 146

名）や山口県眼科医会とは、日頃の病

診・病々連携だけでなく年 1 回の同門

会総会や年 2 回の山口県眼科医会総

会・集談会などを通じて密接に連携し

ています。山口県眼科医会主催、日本

眼科医会後援の下、年 1 回「目の健康講座」と

題された市民公開講座においても大学スタッフ

が講演を行い、市民に対して眼疾患についての知

識の啓発に努めています。また、眼科医局におい

ては女性医師 13 名がフロントラインで診療に携

わっており、医学生の半数が女性の昨今、女性医

師が仕事を継続し活躍できる環境を提供すること

にも努力しています。しかしながら、新医師臨床

研修制度導入以降、他科の例に漏れず、眼科入局

者は全国において約 400 名から約 200 名へと半

減し、特に中四国地方では入局者数が激減してい

ます。その渦中においても山口県の眼科医療が高

度に効率的に実践でき、地域医療の崩壊を食い止

める一助となるように、山口大学眼科は山口県の

医師会会員の皆様ともさらに連携を深めて尽力す

る所存ですので、今後ともご指導、ご鞭撻のほど

宜しくお願い申し上げます。

山口大学眼科ホームページ：http://ds.cc.yam

aguchi-u.ac.jp/̃eye/

学内医局の構成

教授：園田　康平（科長）

講師：鈴木　克佳（副科長・医局長）、木村　和博、

　　　柳井　亮二（留学中）、高　知愛

助教：森重　直行（学内講師）、山田　直之、

　　　藤津　揚一朗、白石　理江

医員：近藤　由樹子、能美　典正、芳原　幾世

大学院生：折田　朋子、守田　裕希子

文責　鈴木　克佳







平成 23 年 2 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1806 号

124

療や救命救急センターなど都道府県（三次医療圏）

の広域的な医療提供体制を整備・拡充するとされ

ている。

　これに対し、日医では公的病院や急性期病院の

建て替えや高額医療機器の購入等ばかりに多額の

資金を投じるのではなく、地域全体の医療再生を

見据え、地域での医療・介護の連携、地域の医療

従事者への教育・研修などに活用するべきである

こと、地域医療再生計画の作成、実施においては

都道府県医師会の位置付けを強化するべきである

ことを厚生労働省に主張している。

(4) 平成 23 年度税制改正 ｢ 医療に関わる事業
税非課税措置等及び所得税四段階軽減措置の存
続」について
　12 月 3 日の政府税制調査会で、事業税非課税

措置・軽減措置は平成 23 年度税制改正では継続

されることとなった。軽減措置については一時「対

象法人の見直しを検討中 ｣ とされ、緊迫した状況

から押し返すかたちとなった。

　次年度も政府税制調査会での検討課題となる。

12 月中旬には税制改正大綱が閣議決定される見

込みだが、実現項目等の詳細については、12 月

下旬に日本医師会から文書で通知される。

―郡市医師会から医療ツーリズムについて、「プ

ラス観光という考えではなく、世界に誇る高度先

進医療と技術を、いかに世界の人に分かってもら

うという考えで、医療に投資をしてもらうことで、

日本の医療はますます世界に冠たるものになる」

という意見や、「特定の個人病院が飛びつく可能

性もあり、株式会社にのっとられ、アメリカナイ

ズされた医療になり、混合診療を食い止めるため

には反対していくべき」という意見があった。

2. 中国四国医師会連合各種研究会について
　各担当から説明。詳細は会報 12 月号を参照。

3. 勤務医の医師会加入促進について
田中豊秋常任理事が説明、以下のとおり。

　勤務医の加入促進のためには、勤務医が異動に

際し、医師会への入退会がしやすいように、県医、

郡市医が連携して取り組むことが重要である。賛

同いただける郡市医師会においては、早急に定款

変更等の手続きをお願いする。

郡市医師会の会費と入会金について、前者に

ついては免許取得後 10 年以内の勤務医は年間

3,000 円、10 年を超える勤務医は年間 2 万円、

後者は免許取得後 10 年以内の勤務医は「なし」、

10 年を超える勤務医は「なしの方向」で検討いた

だきたい。現状では 13 郡市医師会で入会金なし

で協力いただいているが、会費は 6,000 円など

ばらつきがある。

　また山口大学医師会員の取り扱いについて、山

口大学勤務医で医局人事等により関連病院等への

異動の場合は、原則として医師免許取得後 10 年

以内の場合、引き続き山口大学医師会への加入を

継続できることとする ( 現在は山口大学医師会を

退会して、赴任先の医師会に入るというかたちに

なっている ) 。

―郡市医師会からは「平成 25 年までの公益法人

改革対応で、定款を変更してはいけないのか、定

款変更は容易なものではない」や、「日医への全

員加入を目指す場合、日医に入るためには県医師

会に入っておかねばならないし、県医師会に入る
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ワクチン料 12,000 円、保存管理料 340 円、消

費税 806 円の 16,926 円。Hib( インフルエンザ

菌 b 型 ) ワクチンは、技術料 5,600 円、ワクチン

料 4,500 円、保存管理料 340 円、消費税 522 円

の 10,962 円。小児用肺炎球菌ワクチンは技術料

5,600 円、ワクチン料 6,800 円、保存管理料 340

円、消費税 637 円の 13,377 円。

ワクチン接種緊急促進事業
　実施主体は市町。実施期間は平成 22 年 11 月

26 日から平成 24 年 3 月 31 日までで、3 ワクチ

ンを国が交付するということで、国が半分、市町

が半分出す予定。対象年齢は、子宮頸がん (HPV)

予防ワクチンが中学 1 年～高校 1 年の女子、

Hib( インフルエンザ菌 b型 ) ワクチンと小児用肺

炎球菌ワクチンが 0 ～ 4 歳児。

　

7. おいでませ ! 山口国体・山口大会募金活動の
推進について
　杉山専務理事より、現状の募金状況の報告。寄

附金総額は現在 667 万円、目標は 1,000 万円以

上。3 月末の目標達成に向けて取り組む。

8. 郡市医師会からの意見・要望
(1) 中小病院の時間外・夜間診療の柔軟的対応に
ついて
吉岡会長 ( 玖珂郡 )　院外処方が普及し診療所の

時間外・夜間診療が難しくなった今、中小病院で

時間外や夜間に救急患者を診察することは地域の

住民の安心となり、一方、第三次医療の中核病院

の医師の負担を軽減できるもので、多くの病院が

協力してきた。

　また、夜間だけでなく地域の救急医療確保の点

から、中小病院も多くは救急告示病院として一次・

二次救急の対応もしていた。

　ところが 5 、6 年前から、中国四国厚生局（旧

社会保険事務局）の指導でこれらの病院では時間

外・夜間診療ができなくなっている。理由は、病

院の夜間看護体制の不備ということで、時間外・

夜間に急患を診察した時、病棟の看護師が診療

を手伝えばその時間は病棟の看護師欠員と判断さ

れ、ぎりぎりで夜間勤務態勢をとっている病院で

は看護体制が認められず、保険指導を受けたり、

時間外の外来診療をしたため入院費の返還まで求

められるところもあった。

　中小病院では、専任の外来看護師を置く余裕は

なく、診察したために査定されたり、入院料の返

還など求められたら、自院の患者さんであっても

時間外・夜間の診療ができなくなっている。その

ため、これまで行っていた救急告示病院も返上し

たり、救急隊にも診療拒否の連絡をするしかなく

なっており、地域の救急体制にも影響がある。

　地域の夜間診療を守るためには、厚生局にもっ

と柔軟な対応を求めるべきで、看護師の定数問題

を理由に査定することは、県医師会として反対し

改善を要求すべきだと思い提案する。

　ただ、医師不足はますます深刻になっており、

中小病院では院長含め夜勤・休日勤務など過重

労働が続いており、夜間診療を認めるという結果

になっても協力が難しくなっているのも現状であ

る。

西村常任理事　本件は数年前の病院監査の際、夜

間看護体制の不備を指摘され、県医師会に相談が

あった事例と思う。その後その病院は夜間救急外

来の看護体制を整備することは財政的に不可能と

して、夜間救急患者受け入れを辞退されたようで

ある。その他にこのような病院があるかどうかは

把握していないが、地域の夜間救急体制にとって

憂慮すべき問題と考える。
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　県医師会としてはこのような実情を調査したう

えで、厚生局や県行政、さらには日医を通じて、

地域の救急医療体制が崩壊しないような対策を講

じるよう要望していく。

　また、中小病院の救急医療の経費が、診療報酬

で賄われていることに無理があると思う。地域の

夜間救急医療体制を守るためには、人件費に見合

う十分な補助金等を行政に要望していく必要があ

ると考えている。

(2) 地域医療崩壊と地域力に思うこと
砂川会長 ( 小野田市 )　地域医療崩壊が声高に言

われはじめてかなりの月日が経っている。国の福

祉医療政策に対する予算の増額、新医師臨床研修

制度の見直しなど、医療提供側からの意見はあら

ゆるところでみることができるが、私はこの地域

医療の崩壊を食い止める大切なポイントは、そこ

に住む地域住民が自分たちの地域医療を守ってい

くという住民の地域力が大切だと思っている。

　一例をあげると、兵庫県西脇市にある基幹病

院の一人医長の小児科医が、あまりの忙しさに耐

えかねてその病院を辞めるという意思表示があっ

た。それを聞いた西脇市の市民が一斉に立ち上が

り、その一人医長の小児科医が辞めないようにす

る市民運動が起こり、市民自らが「不要不急の急

患受診をしない運動」などを呼び掛け、また医療

提供側からもその地域の開業小児科医が市民に対

しての啓発運動を積極的に行い、その市民運動の

中心的な役割をはたした。その結果その基幹病院

の一人医長の小児科医は辞めないことになり、そ

のような地域なら勤務してよいという医師もあら

われ、結果的に大学からの若い医師が派遣され、

複数の小児科医が勤めるようになった。

　地域医療崩壊を食い止めるには、その地域住

民が何ができるかを考え行動することが大切であ

る。地域住民が地域医療を支え、医師を育ててい

く。そのためには、地域医師会も積極的に地域住

民の中に入っていき、地域の自治会活動、老人会、

学校関係の諸活動、ボランティア活動などに率先

して行動して、地域医療崩壊対策の啓発活動をす

すめていくことが大切だと思う。

弘山常任理事　おっしゃるとおり。この提言をそ

れぞれの郡市医師会でも地についた活動をお願い

する。こういう事例があったことを報告いただけ

れば、当会としても、それぞれの郡市医師会に情

報を提供したいと思う。

9. その他
郡市医師会から、糖尿病デーである 11 月 14

日のライトアップの費用について、その予算につ

いての要望があった。

閉会挨拶
木下会長　われわれを取り巻く諸問題に議論しな

がら、皆で知恵を出し合って対応していきたい。

中央では少し混迷・混沌としているところがある。

そういう現状だからこそ、山口県医師会や郡市医

師会は、地元に足をしっかりとつけた、地域型の

医師会活動をしていくべきである。何かあったと

きにすばやく反応するように、適正に危機管理し

ていきたい。本日はありがとうございました。
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平成 23 年 1 月 8 日、山口市のホテルニュー

タナカにおいて、第 6 回医療関係団体新年互礼

会が開催された。例年通り、山口県の医療関係

14 団体の代表の方々、自由民主党山口県選出の

国会議員の先生方、二井県知事をはじめとする地

方自治体の方々、郡市医師会関係の方々など、総

勢 400 名あまりの出席者を数えた。

昨年の互礼会とは雰囲気ががらりとかわり、

会場全体が熱気に包まれ、木下敬介山口県医師会

長の挨拶にも、ぶれまくる、自浄作用のない政権

与党に日本の医療福祉を任せてはおられないとい

う気概が感じられ、まるで、自民党の決起集会の

様を呈していた。国会議員の先生が皆さん挨拶の

中で「消費税増税」について触れられていたが、

私は少し違和感を覚えた。たしかに、年々増加す

る社会保障費のために増税が必要なのは理解でき

るが、もう少し明確に社会保障の将来について議

論し、将来像を示していただかないと、増税のた

めの方便のように感じられる。日本医師会の昨年

12 月 15 日の定例記者会見でも、消費税の「目

的税化」が将来の社会保障費抑制につながらない

か懸念を示している。それよりも、まず、天下り

団体への補助金の大幅な見直しや、公務員の給料

の引き下げ、国会議員の定数削減など、増税に先

んじて実施していただきたい。

乾杯の挨拶で、江里健輔　山口県立大学学長が

木下会長の頑固さを褒めておられたが同感であ

る。頑固というよりも強い信念、あるいは強力な

リーダーシップと言い換えた方が適切かなと思う

が、まさに、いまの日本のリーダー、政治家に求

められるもの、欠けているものであろう。また、

レーガン大統領が暗殺されそうになった時、民主

党党員の執刀医が「私はあなたを手術する 2 時

間だけは共和党党員になる」というエピソードを

紹介されていたが、国民の多くは、この国の社会

保障のよりよい将来像が示

されれば、自由民主党党員

でも民主党党員にでもなる

であろうと思った。衆議院

も解散含みで通常国会が開

会したが、来年の診療報酬

改定を控え、まさに目が離

せない卯年を予感させる新

年互礼会であった。

医療関係団体新年互礼会
と　き　平成 23 年 1 月 8 日（土）17:00 ～

ところ　ホテルニュータナカ平安の間 
［報告：広報委員　津永　長門］
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　平成 22 年 5 月 9 日、小谷君が山口に帰ってき

た。兵庫医科大学救急・災害医学講座主任教授・

救急救命センター長、小谷穣治先生として帰って

きた。JR 福知山線脱線事故の際の救急医療現場

の生々しい体験談・衝撃映像とともに、帰ってき

た。

　昭和 55 年の春、小谷君と私は山口大学、平川

キャンパスの同じ講堂にいた。関西弁を軽やかに

しゃべる、軽音楽部の「にーちゃん」だった。そ

の後はあまり縁がないまま年月が過ぎていたのだ

が、平成 21 年 10 月発行の霜仁会会報（山口大

学医学部同窓会誌）をみていて驚いた。「新任教

授・就任のご挨拶」コーナーに顔写真付きで掲載

されていたのだ。卒業後、神戸大学の外科を経て、

留学ののち救急医学の道に進み、ついには主任教

授に就任していた。あの JR 脱線事故の際には、

第一線に立って活躍したんだって！「あの小谷君

がぁ！？」・・・小谷先生には大変失礼だが、でも、

学生時代の彼を知る人たちは同じ衝撃を味わった

と思う。

　この度の小谷先生のご講演を拝聴してさらに驚

いたのは、彼が数々の「災害」と縁が深いことだっ

た。日航ジャンボ機墜落事故の折には、搭乗予定

を変更し新幹線に乗ったことで、御巣鷹山での遭

難を免れたという。アメリカ留学中にはハリケー

ン・フロイドに直撃され、水没したアパートから

警察のボートで救助された経験をもつ。9.11 テ

ロの際には、彼の上司の姉が犠牲になり、彼の上

司は１週間、研究室を閉めて探しに行ったが遺体

を見つけることもかなわなかったという。そして

極めつけは、神戸三宮に住み、神戸大学病院に勤

務している折に阪神淡路大震災に直面し、自ら被

災者となりながらも、まさに手探りで懸命の災害

医療を行った。

　1995 年 1 月 17 日 AM5:46 、自宅マンション

で寝ていて、空中に身体が放り出された瞬間に目

が覚めた。電気も来ない状態でテレビもラジオも

つかない中、何の情報も得られず、最初は北朝鮮

のミサイル攻撃だと思い込んだ。マンションから

外に出るにもやっとのことで、ようやく乗りこん

だ車のラジオで「地震」と知る。公衆電話に行くも、

緑電話は電気が無いため使えない。唯一ピンク電

話が使えたが、10 円玉が一杯になると使えなく

第 116 回山口県医師会生涯研修セミナー
平成 22年度第 1回日本医師会生涯教育講座

と　き　平成 22年 5月 9日（日）10:00 ～ 15:00

ところ　山口県総合保健会館 2F 多目的ホール

特別講演 1

「阪神淡路大震災と JR 福知山線脱線事故
－本邦2大災害の医療を経験して思うこと－」

兵庫医科大学救急・災害医学講座主任教授・救命救急センター長　

小 谷穣 治
［印象記：下関市　 飴 山 　 晶 ］

特別講演 1
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先生が一番力を入れてやってこられたという、

胸腹部大動脈瘤手術時の脊髄虚血の病態と脊髄保

護についてご講演いただいた。

胸腹大動脈瘤を人工血管に換えるとかなりの

高率で脊髄障害を起こすことが知られている。マ

サチューセッツジェネラルホスピタル（MGH）

で約 20％、Cleveland Clinic で約 20％、すなわ

ち 5 人に 1 人で足が動かなくなる。どうしてこ

の手術で脊髄の障害が起こるか、それは脊髄の血

管の特殊性にある。脊髄の血管は、一本の前脊髄

動脈と二本の後脊髄動脈から栄養されているが、

ほとんどが前脊椎動脈で栄養されている。前脊

椎動脈は椎骨動脈から始まっており、頸部では鎖

骨下動脈の枝である上行頸動脈、胸部あるいは胸

腰部では肋間動脈の間の前根動脈、そしてかなり

末梢では内腸骨動脈の枝から栄養されており、そ

の枝が互いに吻合している。そのため、血流の方

向も頭側から尾側というわけではなくて、一部で

は尾側から頭側に流れている。この両部脊椎腰部

脊髄膨大部を栄養する大きな大前根動脈をアダム

キーヴィッツ動脈と呼ぶが、手術の時にこの動脈

の血流が遮断されると、脊髄虚血が起こり、脊髄

障害が起こると考えられている。現在、胸腹部大

動脈瘤手術における脊髄保護対策としては、脊髄

血流の維持に外科医も麻酔科医も重点を置いてい

る。術前にアダムキーヴィッツ動脈をどうにか同

定して、術中にきちんとモニタリングをして短時

間遮断で確実に再建することが最も重要だと考え

られている。低体温も行うが、この手術のときは

上半身の血流は自己心拍に頼っている場合がほと

んどで、かなり体温を下げると、心拍数量を落と

したり、あるいは不整脈を起こすので、低体温を

あまり高度に使うわけにはいかない。薬物による

脊髄保護は、1980 年代から動物実験で検討され

てきたが、いまだに臨床で効果を上げた薬物はな

いし、臨床応用されたものもない。薬物による脊

髄保護は脊髄への血流の維持が大前提にあって、

血流の維持ができなければ、薬物による脊椎保護

は意味がない、ということがその根底にある。実

際に手術中には遠位側大動脈を灌流して部分体外

循環を用い、大腿動脈から下半身へ灌流する。そ

うすることで腰動脈あるいは内腸骨動脈からの血

流を脊髄に届けようとする。もう一つは分節的に

大動脈を遮断していき、必要な肋間動脈は再建し

て、管理をしていき、大動脈を遮断する範囲を短

くして、分節的にやっていく。

このような考え方に対して最近 Collateral 

Network Concept ということを提唱しているグ

ループがあり、肋間動脈の再建は時間の無駄だと

いっている。脊髄血流は一本のアダムキーヴィッ

ツ動脈に依存しているわけでなく、肋間動脈のみ

ならず、鎖骨下動脈や内腸骨動脈からの血流も非

常に重要で、ネットワークがあるので、大動脈の

遮断中に血圧を高く維持しておけば肋間動脈は再

建する必要がなく、かつその人工血管の置換後の

脊髄循環が新たなネットワークを完成するまで、

数日間血圧を管理しておけばコラテラールが発達

してきて流れ始めるといっている。さらに、動脈

瘤の切開前に肋間動脈を処理することが大切で、

動脈瘤切開時のバックフローによる盗血現象を防

ぐことが大切だといっている。

最近思い直したことがある。それはステント

グラフト内挿術での脊髄虚血の起こり方で、最近

のステントグラフトでは大きく開胸することも

なく、腹部大動脈瘤で行うと開腹することもな

い。これらの症例で脊髄循環について考えさせら

れた症例があった。肺ガンの大動脈浸潤の患者で

ステントグラフトを挿入、術後麻痺はなかったが

特別講演 2

「胸腹部大動脈瘤手術時の脊髄虚血の病態と
脊髄保護」

山口大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生・疼痛管理学分野教授　

松本美志也
［印象記：宇部市　 福 田 信 二 ］

特別講演 2

脊髄保護」







平成 23 年 2 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1806 号

142

したか、そういうデータまでを一斉に公開してや

れば、動物実験の段階である程度薬を絞り込むこ

とができて、する必要のない臨床研究をその段階

である程度選択していくことができるのではない

か、と考えている。今までの研究は、薬の効果を

確認するため、単独の薬物の研究がほとんどであ

るが、多剤併用の脊髄保護効果も今後は検討して

いく必要がある。

ヒトの体内のあらゆる組織において、個々の

細胞が免疫的寛容を獲得している仕組みと同様

に、がん自身も、がん化するのに働く遺伝子（が

ん細胞が生き続けるのに重要な遺伝子）から作

られたタンパク（がん特異的タンパク）分子を、

がん自身の細胞内で断片（9 ～ 10 個のアミノ酸

がつながったペプチド）に分解し、この内から

HLA（ヒト白血球抗原）の型との間で相性のよい

ペプチドを、がん細胞自身の表面に HLA 分子と

結合した形で提示することで宿主の免疫細胞（T

リンパ球）に対して『このタンパク（遺伝子）は

自分である』ということを自己主張し、免疫的

寛容を得ようとしている。主要組織適合遺伝子複

合体（MHC）の産物である HLA は細胞表面から

引っ込めることはできず、よって、がん細胞が自

身の生存に必須のタンパクを作り続ける限り、そ

の断片の内で、HLA の型と相性のよいペプチド

が HLA 分子を介して自動的に細胞表面に提示さ

れ続けることになる。

がんペプチドワクチン療法の真髄は、①「HLA

分子上に自分のタンパクの分解産物であるペプ

チドを結合させ、細胞表面に提示し続けてさえ

おけば、免疫系細胞からは攻撃を受けないであ

ろう」と安心しているがん細胞の性格と、②がん

細胞の HLA 分子は細胞表面から引っ込めること

ができないこと及び③このペプチドが体内の他

の正常組織には存在しないか、たとえ存在してい

ても HLA 自体を発現していない組織（たとえば

精巣等）のみに存在することの 3 点を逆利用す

るものであり、その理論的根拠は、20 年ほど前

の 1991 年にがん遺伝子として作用し、抗原性の

高いオンコアンチゲン（oncoantigen）としての

腫瘍特異的抗原の存在が発見されたことがきっか

けとなっている。それまでは自分のタンパクに対

しては自身の免疫担当細胞からの攻撃はないもの

と信じられていたのが、実は T リンパ球の中に、

自身のタンパクを攻撃する『細胞障害性 T リン

パ球（CTL）』が、少し残っていて、腫瘍特異抗

原に対する抗原認識能をもっともっと高めてやる

と、この CTL が HLA に結合している腫瘍特異的

抗原であるペプチドを見つけてがん細胞にくっつ

き、細胞障害性物質（パーホリン、グランザイム

等）を CTL の細胞内から細胞外に分泌し、がん

細胞を死滅させる能力を備えていることが分かっ

てきたのである。なお、このシステムは、移植医

療における拒絶反応や感染症等で異種のタンパク

が入ってきたときにこれを排除しようとするよう

な、以前からよく知られた免疫系のシステムとは

異なる仕組みであるとのことである。

現在までに、28 種類の腫瘍特異抗原から 58

種類のペプチドワクチン候補が発見されてい

る。この内、日本人に多い白血球型（HLA タイ

プ）の HLA-A ＊ 0201（日本人の約 20% 弱）及

び HLA-A ＊ 2402（同約 60% 強）のそれぞれと

相性のいいペプチドを人工的に合成し、HLA-A

＊ 0201 拘束性ペプチドワクチンが 32 種類と、

HLA-A ＊ 2402 拘束性ペプチドワクチンが 26 種

類作られているとのこと。既に、安全性をみるた

特別講演 3

「がんペプチドワクチン療法」
　　　　　　東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター　　　　　　　　

ゲノムシークエンス解析分野教授　中 村祐 輔
［印象記：吉　南　 清 水 良 一 ］
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特別講演 4

「高齢者の心不全～その病態と治療のコツ～」
山口県立総合医療センター副院長　藤 井崇 史

［印象記：柳  井　 弘 本 光 幸 ］

特別講演 4

心不全患者の年齢分布をみると、60 歳代まで

男性が多く ( 虚血性心疾患を背景 ) 、70 歳代以

上は女性の比率が増える ( 高血圧性心疾患、弁膜

症などの非虚血性心疾患 ) 。傾向をみると 60 歳

代までは収縮性心不全、70 歳代以上は見た目心

臓は動いている拡張期心不全が多い。

高齢者の心不全の特徴は、非典型的な症状を

示すことである。すなわち典型的な心不全症状（左

心不全呼吸困難、右心不全末梢浮腫）が出てこな

い。よくでるのが消化器症状 ( 右心不全に伴う食

欲不振、食後の嘔気・嘔吐など ) 。さらに意識障

害、精神症状、痴呆に似た症状も出る。はっきり

した原因なしに、基礎疾患が折り重なるようにし

て心不全が起こることもある。たとえば感染症に

伴う心不全発症。下痢、急激な貧血、慢性的な貧

血の進行、日ごろしないような作業をして心不全

を誘発することもある。軽い心不全でも腎障害、

呼吸器疾患が基礎にあると増悪因子となる。最後

に薬物の副作用。高齢者にはジギタリス中毒が多

く、異常な徐脈をきたす。心房細動の予防に使う

抗不整脈やβ遮断剤などが、高齢になると過量に

なりやすい。

高齢者の心不全の基礎疾患としては、①虚血

性心疾患、②高血圧性心疾患、③弁膜症（聴診で

わかる雑音が見逃されがち）、④心筋疾患、⑤不

整脈、⑥肺性心といったものが挙げられる。原因

となる加齢変化として、形態的変化（心室拡張期

特性の低下、弁膜や周囲組織の変性、硬化、石灰

化）、刺激伝道系の変性、冠動脈硬化に伴う心筋

虚血がある。心臓の収縮能の低下は起こらないで、

心筋弛緩時間の延長により心室拡張能の低下が起

こる、拡張期心不全が増加。これは心房収縮によ

る代償やβ受容体の機能低下に由来する。左室拡

張能の低下は運動耐用能の低下につながる。

心不全の重傷度分類としては、カテーテルを

入れて評価する Forrester 分類が有名だが、身体

所見による分類もある。Nohria らの分類はうっ

血所見の有無 (wet or dry) 、低灌流所見の有無

(cold or warm) を用いて、身体所見だけから、

Forrester 分類様に、心不全の病型分類をしてい

る。

心不全診断の流れ： 自覚症状から心不全を疑

い、頸静脈怒張、聴診上のギャロップ（3 音など）

といった身体所見を調べ、さらに胸部 X 線、心

電図、血液検査（BNP）などをチェックする。心

エコーで収縮障害の有無をチェックできる。駆出

率 50% 以上で心不全あるなら拡張期心不全。駆

出率 50% 以下なら収縮期心不全を考える。BNP

は ( 本来は心不全の重症度評価に使っていたも

のだが ) 、心不全の診断にも使える。除外診断に

は感度が高い。BNP:30 以下なら心不全除外が可

能。加齢にともない BNP は上昇し、80 歳くらい

の高齢になると 40 ～ 70 くらいまで上昇する。

BNP:100 以上なら心不全である可能性が高い。

ただしあくまでも補助的な手段であり、心不全の

診断はほかの所見と合わせて総合的に行うことが

大切である。

外来での BNP 目標 100 以下として利尿剤コン

トロールをして治療した場合、イベントが少なく

なる。経過観察をする意味でも BNP 測定は重要。

感染を契機に心不全を来した症例を呈示す

る。主訴は発熱と気分不良の症状のみ、反応鈍

化。胸部 X 線写真で胸水あり紹介。来院時 38 度

熱発と SPO2；95%　白血球 15,000 、CRP;25 、

Alb;2.7 、Hb;10.3 胸部 X 線写真で明らかな心不

全合併を思わせる胸水と肺うっ血あり。にもかか

わらず呼吸困難なし。心不全になると PO2 がさ

がり、頻拍になるはずだが、代償ができていない

ため、心拍数 80/min にとどまる。心エコーで心

室中隔が S状に左室内に飛び出す所見と大動脈弁
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なぜ今医療安全がこんなに問題になっている

のか。1999 年 1 月に横浜市立大学病院で患者取

り違え事故、その直後広尾の赤十字病院で消毒薬

を点滴にいれて患者が亡くなる事故があった。同

時にアメリカでもクリントン大統領が 5 年以内

に医療事故を半減するというクリントン談話を発

表し、イギリス、オーストラリア、スイス等でも

1999 年から社会全体で医療が危ない、安全が脅

かされていると話題になった。一斉に起きた背景

の一つに医療の高度化がある。高度先進医療の中

にはさまざまな人工物が入っている。また情報化、

情報化社会の中での電子情報化も医療の中に入っ

てきている。効率化、高密度化が起きており、そ

の結果大規模化が起き、医療安全が脅かされやす

い状況になってきている。つまり、一人の人が行っ

たごく小さなエラーが、それまでの医療環境であ

れば大きな事故にならなかったことが、非常に大

きい影響を及ぼしうる。だから、先進諸国で一斉

に大きな事故が起きたと考えている。「ヒヤリ・

ハット」事例の分析から、モノのデザインを改善

することによって、事故が防げるのではないか、

あるいは医療従事者の認知過程を検討することに

よって事故を防ぎ、もっと良い医療ができるので

はないか。事故を起こさない環境を作ること、医

療の質を高めるための環境を作るためには何をし

なければならないのかを研究するミッションを与

えられた。

認知心理学は何か。脳の研究では人間が感じ

ている非常に微細な判断であったり、非常に細か

いことが重なってあることが起きたりということ

は説明ができない。それを機能的に、なにが起き

ているのかということを実験、実証的に行ってい

くのが認知心理学である。

使いやすい物を作るために認知心理学がどう

いう風に役に立つかということを研究している。

人工物（モノ）研究には物理的なモノ、空間、社

会システムも含まれ、認知的な物事の考え方に影

響を与える。共通点は、「誰か、人が作ったもの」

悪ければ人工物を「作り直す」ことができる。

情報デザインということを中心に話す。

日常生活の中でモノを使う時、必ずそこに情

報がデザインされている。つまり情報が表示され

ている。どう使うかという情報が表示されていな

ければ、私たちはモノが使えない。

モノを使う上での情報がどういう風に表示さ

れているのかというときに大事なことが、パーソ

第 117 回山口県医師会生涯研修セミナー
平成 22年度第 3回日本医師会生涯教育講座

と　き　平成 22年 9月 5日（日）10：00 ～ 15：00

ところ　山口県総合保健会館２F第一研修室

特別講演 1

「認知工学の視点から考える医療安全：
　　『人の視点』からみるということ」

筑波大学大学院人間総合科学研究科心理学専攻教授　原 田悦 子
［印象記：宇部市　 福 田 信 二 ］

なぜ今医療安全がこんなに問題になっている

特別講演 1

「認知工学の視点から考える医療安全：
　　『人の視点』からみるということ」
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テシステムを導入するのには、デザインがひどく、

もう少し使いやすくする必要がある。また電子カ

ルテはコメディカルの方にとってメリットがある

が、全部のデータをドクターがその場で入れなく

てはならなくなっていて、すごく大変になってい

る。つまり電子カルテはコメディカルな部分で非

常にメリットはあるけれども、それがトレードオ

フでドクターの側の負担が大きくなっている可能

性がある。ドクターの方にとって役に立つ、支援

するような情報化、情報システムを作っていく必

要があると思っている。

医療従事者の方の認知的なプロセスというの

を分析することによって、少しでも医療事故を減

らしていけるのではないか。実際には医療事故ゼ

ロというのはあり得ない。たくさんの人間がたく

さんの人にかかわっていく現場なので、ゼロとい

うのはないかもしれないが、この影響をできるだ

け小さくしてできるだけ安全な形にしていくため

には地道に改善していくしかない。その中で一つ

のアプローチとしては是非、人の視点からみた、

医療従事者の方の視点からみた分析をした医療安

全対策ということもご検討いただければと思う。

　産科医療崩壊が叫ばれて久しい。残念ながら産

科医療が内包する診療上の特殊な重圧というもの

は産科医療に携わったものでなければなかなか理

解されない点も多く、来るところまで来たという

感があった。マスコミが騒ぎ始めて国もさすがに

危機感を抱いたのか、経済的支援として産科医療

補償制度、妊婦健診事業の公費負担、そして出産

育児一時金の医療機関への直接支払制度を開始し

た。これらはまだまだ不十分なものではあるが、

一歩前進ではある。今回は周産期医療の現状につ

いて山口県立総合医療センター総合周産期母子医

療センター長佐世正勝先生に講演していただい

た。

　日本の出産数は、第二次ベビーブーム以降、ほ

ぼ半減し年間 100 万人強となっている。山口県

は第二次ベビーブームの影響はあまりなく、一貫

して分娩数は減少しており、1960 年から 75 年

まで約 2 万 5 千件であった分娩数は、近年は 1

万 2 千件を下回っている。妊産婦の背景も大き

く変化し、高齢妊娠や生殖補助技術による妊娠は

増加する一方、若年妊娠は依然減少しておらず、

ハイリスク妊娠は増加傾向にある。周産期医療レ

ベルは、この 50 年間で著しく上昇した。周産期

死亡率は 1955 年には出生千人対 43.9（妊娠 28

週以降）であったのに対し、2005 年では出生千

人対 3.3（妊娠 22 週以降）となった。また、母

体死亡率（10 万人対）も 1955 年には 161.7 で

あったのに対し，2005 年では 3.3 と著しく改善

し、いずれの指標も世界のトップクラスとなった。

山口県の周産期死亡率と母体死亡率は全国平均を

若干上回る成績で改善傾向を示している。しかし、

分娩が母児にとって危険であることには変わり

なく、たまたま日本では危機に遭遇した妊産婦が

医療の力によって救命されているに過ぎない。し

かし、医療従事者の努力により達成された周産期

医療の著しい改善は世間に「お産の安全神話」を

もたらし、「赤ちゃんは元気で生まれてあたりま

え」、「母体の安全はあたりまえ」という意識が定

着した。出生した児が脳性麻痺となる頻度は、こ

の 40 年間で変化せず 0.2％であり、このうち周

産期医療が原因と考えられる脳性麻痺は脳性麻痺

児の約 10％に過ぎないという事実は一般に知ら

れていない。このため、一度不幸な転帰をとった

特別講演 2

「周産期医療の現状」
山口県立総合医療センター総合周産期母子医療センター長　　　　　

佐 世正 勝
［印象記：徳山　 沼 　 文 隆 ］
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事例があれば、「医療ミス」あるいは「医療事故」

として考えられるようになってしまった。また、

マスコミは福島県立大野病院事件で示されたよう

に医療者を追求する報道を繰り返している。裁判

においては弱者救済の立場から医療者に不利な判

決が多く出されてきた。このような状況の下、全

医師数は増加しているにもかかわらず、産婦人科

医は減少し、分娩取り扱い施設も激減した。山口

県でも同様の傾向がみられている。産婦人科医確

保対策の一つとして平成 21 年に産科医療補償制

度（無過失賠償制度）が創設され、その効果が期

待されている。一方、山口県の二次、三次の周産

期医療施設に勤務する産婦人科医の年齢構成をみ

ると、50代が著しく多くなっている。このことは、

今後の 10 年間で急速に勤務医が減少することを

示している。また、これからの周産期医療を支え

ていく 20 代、30 代では女性医師が占める割合

が高く、特に 20 代では半数を大きく超えている。

24 時間の緊急対応を求められている周産期セン

ターでは複数の医師による当直体制が必須である

が、周産期医療の核となる全国の総合周産期母子

医療センターでさえ、その 4 割は 10 名未満の医

師で運営されており、複数当直体制が困難な状況

である。山口県の 6 周産期センターでは、医育

機関である大学病院を除き、すべて 10 名未満で

ある。山口県では中小の周産期施設が散在してい

る。NICU の病床数をみると国が求めている数の

1.5 倍であり、ハード面では充実しているように

みえるが、分散しているため多数の医療従事者を

必要とし、医師確保が困難な状況では将来的な運

営に関して不安がある。このような山口県の状況

に対応するためには、施設を集約化し周産期セン

ターに勤務する医師数を増やす必要がある。また、

周産期医療、生殖医療、婦人科疾患を中心とした

医療など、施設毎の機能分担を行うことも必要で

ある。また、診療所などの一次施設とオープン・

セミオープンシステムや専門外来など役割分担を

行うことにより、外来業務を縮小し病棟運営のた

めのスタッフを確保することも考慮する必要があ

る。さらに施設の運営に関しては、複数主治医制、

病棟医制、ワークシェアリング、ガイドラインや

クリニカル・パスの活用、時間外保育・病児保育

などのサポート体制などにより複数の医師が可能

な範囲で就業可能な体制をつくる必要がある。現

在のところ、山口県では「たらい回し」は起こっ

ていないが、周産期医療体制が崩壊する前に、継

続的に維持可能な周産期医療体制について議論を

行い、早急に今後の周産期体制の整備を行う必要

があると考えられる。

　講師の栗本典昭先生は、昭和 60 年広島大学の

ご卒業であるが、卒後のかなりの期間を岩国市の

岩国みなみ病院に勤務され、村山正毅先生の薫陶

を受けられた。私も岩国市で、同様の分野で診療

を行っていたが、栗本先生の仕事ぶりは、着実か

つ実に丹念であり、今回のご講演の内容を習得さ

れたこと、また聖マリアンナ医科大学での現在の

地位を得られたことは、その人徳とともに熱心な

研究態度によるものと感銘する次第である。

　呼吸器内視鏡 ( 気管支鏡 ) の進歩は、肺がん患

者の急速な増加に対応することによるものではあ

るが、一方で消化器内視鏡の技術開発に付随して

の面もある。今回は、呼吸器内視鏡進歩の現況と

未来について講演いただいた。

(1) 気管支腔内超音波断層法
　（Endobronchial Ultrasonography:EBUS）
　気管支鏡先端に convex 型超音波プローブの

特別講演 3

「呼吸器内視鏡の未来」
聖マリアンナ医科大学呼吸器外科病院教授　栗 本典 昭

［印象記：岩国市　 小 林 元 壯 ］
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装着が可能となって、気管・気管支周囲病変の

気管支長軸方向の断層像が得られるようになっ

た。この超音波画像をガイドに経気管支針穿刺診

(transbronchial needle aspiration:TBNA) が 可 能

である。かつては穿刺部位を検査前の CT を参考

にして決定していたが、EBUS-TBNA では、リン

パ節を直接描写しながら、穿刺針が目標のリンパ

節に入っていく様子がリアルタイムに観察できる

ため、安全性、診断率が際立って向上した。栗本

先生の経験では、EBUS-TBNA を行った 174 例で

の悪性の診断感度は 100％、特異度 83％、陽性

反応的中度 95％であったという。処置を要する

合併症は 1 例もなく、出血例でも出血は少量で

あった。

(2) 気管・気管支腫瘍深達度診断
　気管・気管支腫瘍（主に扁平上皮癌）の深達度

診断は、PDT を代表とする気管支内視鏡治療の

適応か、又は手術適応かの判断に重要である。

　EBUS による深達度診断でのポイントは、気管

支軟骨を示す第 4 層と、膜様部平滑筋を示す第 2

層を追うことである。手技の詳細については、省

略する。

(3) 気管・気管支病変における、Narrow Band 
Imaging(NBI)
　NBI は、R(red) 、G(green) 、B(blue) の 3 枚の

光学フィルターの分光透過率を調整し狭帯域にし

たものである。食道や咽頭領域では、NBI はすで

に癌における異常な血管新生を検出するために臨

床的に使用されている。癌の上皮内で拡張蛇行す

る毛細血管を観察することで早期癌の検出に有用

であるとされている。気管支上皮に存在する扁平

上皮癌でも、異常な毛細血管の状態を見つけるこ

とで早期診断の可能性が期待される。

(4) 超拡大気管支鏡 (Endocytoscopy:EC)
　組織に直接接することで約 400 倍の拡大像を

観察する気管支鏡である。組織構築のパターンに

より、EC による virtual histology は十分可能で

あると考えられる。

　肺癌患者は年々増加し、年間死亡者数は 7 万

人に近づき、近い将来 10 万人に達すると予測さ

れている。今回お示しいただいた気管支鏡の進歩

により、肺癌による死亡者数が減少するものでは

ないが、さらに将来を見据えた上では、必ずや多

大な貢献がもたらされるものと期待される。

ガンマナイフは 1968 年にスウェーデン、カロ

リンスカ病院脳神経外科のレクセル教授によって

開発された。頭に金属フレームを装着し、X・Y・

Z 軸座標のもとに脳内の決まった位置にアプロー

チする「定位脳手術」の考え方に放射線照射を組

み合わせた、画期的な放射線療法である。針やメ

スの代わりに放射線の一種、ガンマ線を用い、決

まった場所を狙い撃ちにするのが「定位放射線手

術  Stereotactic Radiosurgery」であり、その治療

装置がガンマナイフである。

開発当初の目的はパーキンソン病の治療で

あったが、腫瘍性疾患（転移性脳腫瘍、下垂体腫

瘍、神経鞘腫など）や脳動静脈奇形などの脳血管

障害、三叉神経痛などの機能的疾患も治療対象と

なってきた。

1990 年、東大病院に日本第一号機が導入さ

れて以来、現在では九州で 10 施設、日本全国で

54 施設、世界で 280 を超える施設で稼動してい

る。

線源として約 200 個のコバルト 60 を用い、コ

特別講演 4

「パーフェクションによる
　　　　　新しいガンマナイフ治療」

新日鐵八幡記念病院脳卒中・神経センター長・脳神経外科部長

鈴 木 　 聡
［印象記：下関市　 飴 山 　 晶 ］
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「パーフェクションによる
　　　　　新しいガンマナイフ治療」
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　日本産婦人科学会・医療改革委員会の海野信也

委員長（北里大病院副院長）は、「手術前に行う

HIV 検査の保険適用を、内科系学会社会保険連合

（内保連）を通して厚生労働省保険局に働きかけ

ていく」とメディファックスの取材に答えていま

す。入院時・手術前の検査では、B 型肝炎、C 型

肝炎、梅毒などは保険適用となっているが、HIV

は認められていません。その理由としては、患者

への偏見、差別、個人情報保護などが挙げられま

すが、いずれも患者サイドに立った配慮でありま

す。昨年の秋に、複数の病院が院内感染防止対策

を理由に、手術前に HIV 検査を行い、その費用

を患者に請求していた事例が発覚し、患者への返

還命令を受けているようです。山口県の医療機関

で、患者負担を求めているという情報は、今のと

ころ聞いておりません。ほとんどの医療機関では、

入院時・手術前の HIV 検査施行に当たっては、そ

の趣旨を患者に十分説明し、同意を得て、その費

用を病院負担にして施行しているのが現状だと思

います。混合診療は認められていませんので、検

査費用を患者に請求しますと、その日のすべての

保険診療が、自由診療となり、その費用はすべて

患者負担となりますので気をつけてほしいもので

す。手術前の HIV 検査については、日本病院会

の社会保険診療報酬委員会のほうでも検討が進め

られているようです。ぜひ次回の改定（24 年度）

では保険適用となることを望んでおります。HIV

検査は、院内感染防止対策が目的でありますが、

病院職員の感染防止だけでなく、病院をより安

心で安全な環境を整えるという意味合いもあるわ

けであります。社会的にも、HIV の実態の把握と

いうことで、十分その意義はあるのではないかと

思っております。

　先日の理事会（1 月 6 日）で平成 22 年度医療保

険対策プロジェクトチームよりの報告及び提言が

提出されました。協議事項としては、集団的個別

指導の強行開催への対応、個別指導の選定委員会

について、個別指導の類型区分の問題点、入院中

の患者の他医療機関受診、平成 22 年度診療報酬改

定の評価、平成 24 年度診療報酬・介護報酬同時改

定にむけた課題と対策、個別指導におけるビタミ

ン剤の経済上措置、社保・国保審査委員会の対応

( ルーチン検査取扱い ) についての計 8 項目におけ

る報告、提言でありました。皆様方には、できあがっ

たものを何かの形で、お知らせできると思います。

　昨年の 12 月 17 日に下関市医師会との懇談会
がありました。中央情勢、保険指導の問題点・課

題、診療報酬の改定と評価、子宮頸がん等のワ

クチン接種、国体について等多岐にわたる問題点

について話し合ってきました。有意義な懇談会で

あったと思っています。今回をもちまして郡市医

師会（今年度役員交代）との懇談は終わりとなり

ます。12 月 18 日に日医生涯教育協力講座セミ
ナー「感染症の予防と治療」、産業医研修会・産
業医部会総会が開催されています。受講者はそれ

ぞれ 70 名、98 名でありましたが、当方（主催者）

の日程調整が悪く、ほぼ同一時間帯、同一会館で

の開催となりまして、皆様方には、大変ご迷惑を

おかけしました。申し訳なく思っております。今

後はこういうことがないように、皆様方が参加し

やすいような日程を組んでまいります。12 月 24

日に平成 22 年度山口県母子保健対策協議会が開

催されました。その中で、平成 21 年度新生児聴

覚検査実施状況についての報告があり、一般検査

件数 7,796 件（カバー率 68.7％）で委託医療機

関でないところでも実施されているので、実際は

70％以上と考えられ、本県では公費負担がないに

もかかわらず、高いカバー率は産婦人科医療機関

の積極的な取り組みによるものであるとのことで

ありました。精密検査は 37 名（0.48％）で、難

聴の疑い 11 名（0.14％）でほぼ全国平均との報

告でありました。1 月 6 日に地域医療再生計画に
ついての打ち合わせ会がありました。これについ

ては、先般より皆様方にご連絡、説明していると

ころですが、後に交付条件の一つである、基金を

交付する施設整備・設備整備事業については、原

則として基金交付額と同額以上の事業者等負担を

上乗せした事業規模とすることという条件が撤廃

となりました。また、都道府県が再生計画を提出

する最終期限を 3 月 16 日から 2 か月間延長する

ことが明らかになりました。この提出期限の延長

に伴い、交付手続きのほか、6 月中旬をめどに予

定していた交付決定などもずれ込むことになるよ

うです。1 月 13 日に、平成 22 年度第 2 回郡市
医師会地域医療担当理事協議会がありました。こ

れは、前述の地域医療再生計画が主な議題であり
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